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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表1 罪名別の新受人員の推移

（

（

(注） 1 刑事月報による延べ人員である。

2 受理後の罰条の変更等により，裁判員裁判対象事件になったものを含まず，同事件に該当しなくなったものは含む。

3 1通の起脈状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象事件が起鯨された場合は，法定刑の最も重い罪名に計上した。
4未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。

5 「 （単）強制わいせつ致死傷」は，監膜者わいせつ致死傷を含む。

6 「 （単）強制性交等致死傷」は，平成29年法律第72号による改正前の（準）強姦致死傷及び監謹者性交等致死傷を含む。
7 「強盗･強制性交等jは，平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦を含む。
8 「危険運転致死j-は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び自動車の運転により人を死傷させる行為等
の処罰に関する法律2条に規定する罪である。

9 「銃刀法」は， 「銃砲刀剣類所持等取締法jの略である。

10 『組織的犯罪処罰法」は， 「組織的な犯罪の処嗣及び犯罪収益の規制等に関する法律」の略である。

11 「麻薬特例法jは， 「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精
神薬取締法等の特例等に関する法律』の略である。

12 「麻薬取締法」は， 「麻薬及び向繍神薬取締法」の略である。

13裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起瞬された人員を除く。

14速報値である。

-1-

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
平成30年

(2月末）

総数 12,761 1,196 1,797 1,785 1,457 1,465 1,393 1,333 1,077 1,122 136

強盗致傷 2,965 295 468 411 329 342 321 290 224 253 32

殺人 2,773 270 350 371 313 303 302 303 255 278 28

現住建造物等放火 1,256 98 179 167 128 141 136 162 124 105 16

傷害致死 1,110 70 141 169 146 136 131 107 103 96 11

覚せし剤取締法違反 1,000 90 153 173

ヘ

105 105 129 58 67 102 18

(準)強制わいせつ致死傷 966 58 105 105 109 133 131 111 115 90 9

(準)強制性交等致死傷 921 88 111 137 124 121 91 104 75 65 5

強盗･強制性交等 474 61 99 83 59 57 36 34 20 21 4

強盗致死(強盗殺人） 311 51 43 37 37 37 27 35 22. 19 3

偽造通貨行使． 217 34 60 30 34 12 4 20 7 13 3

危険運転致死 196 13 17 20 27 21 23 28 28 18 1

通貨偽造 117 14 18 20 19 17 4 8 6 11 ■■■

銃刀法違反 88 13 5 3 4 、 10 10 15 10 16 2

集団(準)強姦致死偽 79 13 2 17 6 9 17 8 1 4 2

保護責任者遺棄致死 67 7 9 12 4 5 7 5 6 10 2

逮捕監禁致死 59 4 18 21 1 4 3 2 1 5 q■■

組織的犯罪処罰法違反 54 6 5
ー ー 3 14 18 1 7 ー

麻薬特例法違反 29 1 5 3 2 1 1 11 3
0

2 ー

爆発物取締罰則違反 17 6 ー ■■■

5 2 ー 2 1 1 ー

身の代金拐取 10 ー 3 ー

1 1 1 一 3 1 ー

麻薬取締法違反 9 1 3 I 2 2 ー ー ー 一 ー

拐取者身の代金取得等 3 I■■ ー 一 ー ■■■ ■■■ 2 1 ー ■■■

その他 40 3 3 5 2 3 5 10 4 5 ■■■
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表2 庁別の新受人員，終局人員及び未済人員の推移

－2－

新受．

累計

終局 未済 新受

賊214

終局

●
●
の

未済

平成22年

新受 終局 未済

平成23年

新受 終局 未済

平成24年

新受 終局一 未済

平成25年

新受
0 口

終局 未済

平成26年

新受 儲局 未済

平成27年

新受 終局 未済

平成28年

新受 侭局 .未済

平成29年

新受 終局 未済

平成30年(2月末）

新受 縫局 未済総数 11,735 10,915 820 1,142 148 994 1,591 1,530 1,055 10624 1568 10111 1,344 1,526 929 1,329 1,415 843 1,299 1220 922 1,191 1206 907 lj06 1,127 786 1,077 993 870 132 182 820鯨地裁本庁 1,100 986 114 98 9 89 149 138 100 138 136 102 120 132 90 119 137 72 127 111 88 104 102 90 86 97 79 139 99 119 20 25 114
東京地裁立川支部 311 291 20 43 4 39 51 54 36 46 40 42 31 48 25 39 38 26 30 35 21 18 21 18 22 20 20 27 24 23 4 7 20
横浜地裁本庁 532 502 30 41 3 38 82 65 55 88 84 59 59 81 37 62 61 38 54 51 41 58 57 42 48 58 32 33 35 30 7 7 30擁脳鋤､田原支郁 102 96 6 9 2 7 9 12 4 20 12 12 6 14 4 14 8 10 14 18 6 12 15 3 7 5 5 10 9 6 1 1 6
さ雌蝿裁本庁 589 564 25 59 7 52 74 68 58 67 77 48 91 79 60 55 77 38 71 58 51 63 64 50 63 66 47 40 61 26 6 7 25千案地裁本庁 11207 10101 106 115 14 . 101 175 143 133 194 202 125 118 166 77 128 128 77 149 121 105 102 136 71 92 92 71 115 85 101 19 14 106
水戸地裁本庁 265 239 26 22 1 21 38 48 29 25 15 28 29 14 27 27 14 27 24 17 34 25 26 24 32 18 34 22 30 2 6 26
宇都宮地栽本庁

前橋地栽本庁

188

174

179

162

9

12

16

21

1

1

15

20

26

22

26

33

15

9

26

24

26

20

､ 15

13

23

31

26

29

12

15

36

9

30

17

18

7

19

15

23

12

14

10

16

12

18

13

12

9

10

18

16

17

6

10

13

21

12

17

7

14

3

1

1

3

． 9

12
静岡地裁本庁 75 65 10 4 ー

4 8 9 3 12 8 7 10 10 7 5 7 5 8 9 4 9 9 4 5 5 4 13 7 10 1 ･ l 10
静岡I 賊沼津支部

静岡地裁浜松支郎

100

75

94

71

6

4

1l

5

2

1

9

4

13

8

14

6

8

6

16

8

13

7

11

7

l1

9

16

1l

6

5

8

10

7

7

7

8

16

10

7

11

16

7

7

9

1l

7

12

9

7

9

13

l1

6

7

10

7

9

9

7

5

- 1

q■■

2

I

6

4
甲府地識 庁 85 83 2 8 2 6 10 9 7 15 12 10 12 16 6 9 12 3 1l 9 5 4 9 ー 9 6 3 7 6 4 ‐ 2 2
長野地裁本庁 73 68 5 11 1 10 12 14 8 10 11 7 8 12 3 4 4 3 10 6 7 5 8 4 1 4 1 11 6 .6 1 2 5
長野地裁松本支部 59 51 8 7 1 6 9 7 8 7 l1 4 6 6 4 7 8 3 6 7 2 2 2 2 5 3 4 10 4 10 一

2 8新潟地獄本庁 99 93 6 7 ー 7 17 17 7 20 14 13 10 16 7 8 12 3 12 9 6 8 9 5 6 ､9 2 ll 6 7 I■■ 1 6
大阪地裁本庁

大阪地裁堺支師

1,007

266

941

.255

66

ll

108

29

12

1

96

28

119

43

126

38

89

33

130

42

113

41

106

34

123

31

123

41

106

24

122

35

134

37

94

22

107

22

120

28

81

16

113

20

103

21

91

15

82

27

112

23

61

19

90

17

85

23

66

13

13

ー

13

2

66

11烹都地裁本庁 232 219 13 20 3 17 35 22 30 28 35 23 40 29 34 27 36 25 28 31 22 16 23。 15 20 20 15 16 15 16 2 5 13神戸地裁本庁 342 324 18 ' 31 4 27 52 48 31. 36 43 24 44 38 30 47 43 34 30 39 25 43 42 26 21 33 14 35 28 21 3 6 18神戸地謝 脇支郁 96 93 3 20 1 .19 12 19 12 9 14 7 7 9 5 10 6 9 7 9 7 14 7 14 6 14 6 10 ll 5 1 3 3奈良地裁本庁 97 92 5 9 4 5 1l 7 9 13 11 11 17 18 10 6 8 8 12 10 10 15 13 12 5 10 7 8 10 5 1 1 5大津地裁本庁 123 110 13 18 6． 12 IO 12 10 17 18 9 16 14 l1 15 17 9 ・ 6 10 5 I4 8 11 7 1l 7 14 13 8 6 1 13秘 杣地裁本庁

名罐地篭本庁．

88

528

82

502

6

26

10

63

2

4

8

59

19

67

18

74

9

52

l1

88

ll

77

9

63

7

･53

7

73

9

43

12

38

11

43

10

38

8

64

6

49

12

53

4

53

10

63

6

43

10

62

4

56

12

49

7

35

9

57

10

27

1■■

申
戸
『
胆
》

4

6

6

26名握地鋼崎支郎

腎蝿裁柿畠

168

125

165

117

3

8

13

7

I

I

12

6

21

16

18

12

15

10

25

25

21

15

19

’ 20

25

19

25

24

19

15

16

14

28

20

7

9

､ 26

12

1l

13

22

8

17

12

31

12

8

8

15

.5

20

8

3

5

10

14

5

lル

8

8

ー

1

5

1

3

8岐阜地裁本庁 155 152 3 17 4 13 25 21 17 18 23 12 15 19 8 30 19 19 13 22 10 21 15 16 7 16 7 9 ll 5 q■■ 2 3福井地蕊本庁 58 56 2 3 1 2 7 4 5 12 7 10 4 10 4 4 7 1 9 ・ 6 4 10 6 8 5 7 6 3 8 1 I ー 2金沢地裁本庁

腐山地裁本庁

60

44

57

39

3

5

7

1

Ⅱ■■

1

7

1■■

10

10

8

7

9

3

10

8

l1

4

8

7

7

5

l1

9

4

3

7

7

8

5

3

5

3

1

5

5

1

I

8

3

1

3

8

1

3

3

9

3

2

。
１

5

5

3

1

4

5

‐

1

1

1

3

5
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末.速報）｡
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(住ノ 』 刑争何吻醐立にJ,｡夫人貝ぐめOp

裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起鯨された人員を除く。

更により裁判員裁判対象事件となった靭件は，脈因変更決定日ではたく，起脈日をもって新受欄の当骸箇所に計上した。
法3条1項の除外決定があったものを除く。
ある。

－3－

累計

新受 終局 未済

平成21年

新受 縫局 未済

平成22年

新受 終局 未済

斗城23年

新受 終局 未済

平成24年

新受 終局 未済

平成25年

新受 農局 未済

平成26年

新受 終局 未済

平成27年

新受 終局 未済

平成28年

新受 盤局 未済

平戚29』

新受 終局 未済

平側

新受

30年(2月末）

終局 未済
広島地裁本庁 . 249 238 11 23 4 19 36 24 31 33 34 30 29 36 23 39 31 31 23 36 18 34 28 24 16 22 18 16 22 12 ー 1 1】
山口雌戯本庁 79 75 4 7 2 5 8 11 2 11 5 8 ． 15 15 8 5 8 5 5 4 6 7 8 5 6 8 3 14 13 4 1 1 4
岡山"蕊本庁 175 165 ・ 10 13 3 ・ 10 27 16 21 27 29 19 11 21 9 26 21 14 26 20 20 11 】9． 12 19 17 14 15 17 12 一 2 10
鳥取地裁本庁 29 29 1■■ 5 2 3 2 3 2 4 3 3 ー 2 ’ 1 4 1 4 5 6 3 6 5 4 3 4 3 ‐ 2 1 ー 1 ー

松江j蛾本庁 26 26 ー 3 1 2 1 2 1 4 3 2 4 4 2 5 4 3 4 5 2 】 2 1 3 4 1■■

1 4■■ 1
参
一

1 ー

福岡I@裁本庁 472 372 100 43 5 38 61 64 35 56 56 35 34 46 23 36 43 16 62 38 40 55 46 49 55 29 75 67 37 105 3 8 100
福岡地鋤愉支郎 184 171 13 10 ー 10 17 22 ．5 14 14 5 18 】1 12 22 21 13 34 23 24 27 35 16 22 25 13 17 18 12 3 2 13
佐賀地裁本庁 73 70 3 7 1 6 5 9 2 8 6 4 11 10 5 13 14 4 9 6 7 3 8 2 】1 5 8 5 9 4 1 2 3
長崎地裁本庁 65 58 7 ・ 14 2 12 6 15 3 8 5 6 8 11 3 7 7 3 7 7 3 4 3 4 3 5 2 7 3 6 1 ■■ 7
大分地 鉢庁 86 83 3 6 1 5 13 11 7 16 17 6 15 12 9 ・ 11 17 3 8 7 4 8 7 5 4 6 3 4 4 3 1 1 3
鯛本陥戯本庁 112 107 5 13 4 9 13 17 5 20 11 14 12 18 8 19 19 8 8 11 5 9 7 7 7 8 ・ 6 1l 9 ･8 ー 3 5
鹿児島地裁本庁 145 14】 ･4 19 3 16 17 20 13 29 26 16 6 20 2 22 12 12 20 16 16 11 18 9 13 12 10 8 11 7 ー

3 4
宮崎蝿賊本庁 74 68 6 6 2 4 9 9 4 11 8 7 14 12 9 2 9 2 14 4 12 3 ll 4 ･7 6 5 7 7 5 1 4■■ 6
那覇地裁本庁 161 151 10 15 1 14 18 24 8 16 19 5 11 13

、

3 16 12 7 20 16 ･ 11 29 17 23 18 28 13 17 17 13 1 4 10
仙台地裁本庁 154 147 7 18 6 12 28 29 11 26 17 20 13 21 12 16 21 7 8 10 5 17 11 11 15 15 11 12 】6 7 】 I 7
福鳥地我本庁 60. 59 _1 2 1 1 7 4 4 16 16 4 2 4 2 4 3 3 7 9 1 7 7 】 7 5 3 8 9 2 ー 1 】
福島職郡山支那 105 102 3 14 2 12 24 21 15 11 22 4 10 7 7 9 11 5 7 11 I 11 4 8 12 11 9 7 11 5 ■■ 2 3
山形地裁本庁 72 67 5 5 1 4 10 8 6 9 11 4 15 5 14 10 17 7 3 7 3 6 3 6 6 8 4 8 6 6 ■■

1 5
盛岡地裁本庁 41 40 1 2 I■■

2 6 4 4 7 6 5 5 6 4 10 9 5 2 5 2 4 3 3 3 3 3 2 4 1 ー 一

1
秋田地裁本庁 58 48 10 3 1 2 5 3 4 4 4 4 8 7 5 7 7 5 6 7 4 7 5 6 6 7 5 6 6 5 6 1 10
腎森地裁本庁 97 92 5 7 2 5 23 17 ll 11 15 7 23 13 17 9 19 7 4 9 2 10 6 6 3 7 2 6 3 5 1 1 5
札親地裁本庁 260 249 11 30 4 26 39 35 30 30 37 23 25 34 14 39 28 25 24 29 20 30 28 22 23 31 14 14 21 7 6 2 11
函館地撒本庁 50 48 2 2 ｰ 2 6 5 3 7 7 3 6 6 3 7 8 2 4 2 4 6 6 4 8 7 5 4 6 3 ■■

1 2
旭川地裁本庁 54. 45 9 5 1■■ 5 6 6 5 4 8 1 7 4 4 4 7 1 4 4 1 8 7 2 8 3 7 3 6 4 5 ー 9
鬮路飽裁本庁 66 66 一 2 1■■ 2 6 3 5 12 11 6 12 10 8 11 15 4 1 5 q■■ 11 5 6 7 8 5 4 6 3 ー

3 -

闘松職本庁 115 112 3 7 1 6 19 18 7 16 13 10 13 16 7 10 13 4 19 14 9 9 10 8 10 13 5 11 11 5 1 3 3
徳島､賊本庁 71 66 5 7 2 5 5 7 3 7 8 2 7 7 2 =10 8 4 7 7 4 11 6 9 8 12 5 9 7 7 ｰ 2 5
高知､戯本庁 60 56 4 13 1 12 3 14 1 6 5 2 3 4 1 8 5 4 7 6 5 7 8 4 6 8 2 7 4 5 q■■ 1 4
松山地裁本庁 119 115 4 8 2 6 11 12 5 9 10 4 21 10 15 18 23 10 24 21 13 13 19 ・ 7 7 10 4 8 7 5 ー

】 4



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表3罪名別・量刑分布別（終局区分別を含む）の終局人員及び控訴人員

2 『その他」は，免瞬，公所豪却，移遇〈少竿法55条による家戟移送を除く． ）等である．
3宗遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む．

4 有罪（一部霊犀を含む． ）の栂合は処断卵名を，無罪．その他の劉合は替周時において当麟事件について掲げられている瞬因の即名のうち．戟判員戟判対象亭件
の罪名《裁判員裁判対象事件が疲敷あるときは，法定刑が最も函いもの）を，それぞれ針上した．

5 起所羅名と鱒定犀名が異なる鵠合や罰条の鹿更等の場合などにおいては，餓判員戟判対象事件の邸名と異なる罪名で計上されることがある．
6 禁絶刑について.‘刑の一部執行猶予が甘い捜された人員はない．

7 「麻夷特例法jは． 『国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行鈍停の防止を図ろための麻顔及び向輔神蕊取締桂等の特例等に関する法律』の略
である．

8 『危険遷軽致死』は．平成25年法律露86号による改正蘭の刑法208条のZ及び自動車の運径により人を死幽させる行鈎等の処罰に関する注律2条に規定する卵である．
9 「錘刀按』は． 「銃砲刀鯛類所持導取縄法』の略である．

】O 「鐘繊的犯邸処嗣按』は． 「組腫的な犯卯の処罰及び犯卯収益の規制等に関する法律』の略である．
I1 r麻蕊取縄法」は． 「麻粟及び向輔仲蕊取締法jの略である．
92 「海賊行為処罰法」は， 『海賊行為の処例及び海賊行為への対処に関する法律」の略である．
13 「過失迩転致死」は，平成25年法律師86号による改正繭の刑法211条2現及び自動車の遁転により人を死慨させる行為等の処嗣に閲する法律に規定する卯である．
14 「危険運転致傷』は， 自動車の通転により人を死髭させる行為等の処罰に関する法律に規定する罪である。
15戟判員法3条I項の除外決定があったものを除く．

16戟判風裁判に閲する平務を取り扱う文郎以外の支部に起豚され． 当醸支部の昏妬区域を取扱区域とする本庁又は支邪に回付された人瓜を除く．
17速報笹である．
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D B

鶴
局
人
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終 局 区 令

有 罪

有
昴
人
貝
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期
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役
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年
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年
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５
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う
ち
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部
軌
行
猶
予

う
ち
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鯉
観
療

全
部
執
行
麺
子

有
期
錆
畑

罰
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刑
の
免
除

録
卯

家
鯉
へ
移
送

そ
の
他

控
院
人
員

控
豚
皐
（
％
）

錘歓 10.915 10.599 33 208 102 】38 472 1.122 2.】17 2.0ｲ5 lp59 668 7 7 1.824 977 5 3 5 1 84 10 222 3β48 36．0

殺人 2.482 20422 卿 67 46 60 266 418 328 313 27】 150 4■■ 一 489 211 ‐ ー 1■■ 1■■ 14 2 44 831 34．1

強吏致傷 2,334 2.252 一 ‐ 1 4 29 133 489 645 581 96 1 1 274 】82 ー 一 一 ‐ 7 3 72 813 36．0

堪害致死 1.079 10051 ■■ ー 2 4 2 82 276 250 231 81 ■■ ■■ 123 28 1■■ ｡■■ ー 一 20 1 7 411 38．3

現住建過物等放火 10039 1,015 ー 2 2 2 14 32 49 132 262 】】0 1 1 410 264 ‐ ｰ ー Ⅱ■■ 5 ー 19 213 20．9

覚せい剤取締法違反 870 827 Ⅱ■■ ‐ 】 3 37 126 446 177 25 8 一 ■■

4 2 ー 一 ■■ 一 31 ー 12 442 51．5

<鯵)弦創わしせつ致死侮 710 704 1■■ ＝ 4■■ 1 4 12 32 68 187 118 3 3 282 、 195 ー ー ー ー ■■ 一 6 147 20．9

(準)強姦致死侮 694 665 ÷ 1 】3 15 32 108 169 180 104 18 1 1 25 18 ‐ ー ー ー I ー 28 Z90 ｲ3．5

麻裏㈲例法遮反 288 287 ‐ ｰ ﾛ■■ 1 7 25 84 Il9 47 3 ー ｰ 1 ー ー 1■■ ● 一 一 ‐ I■■ 1 125 43．6

強盗致死(弦蛮殺人） ． 278 ｡、 271 19 128 17 】7 27 42 17 4 1■■ 1■■ ｰ ■■ 一

戸
1■■ 一 ー ‐ 3 1■■

4 177 “.6

独座強姦 269 252 ー 7 19 24 34 76 68 17 5 1 ｰ ■■

1 1 1■■ ー ー 0 ‐ I■■ I■■ 17 】09 43．3

危俄通転致死 188 186 ー ■■ Ⅱ■■ 4 3 21 71 48 25 12 ｰ ■■ 2 1 ■■ 一 ‐ ー ■■ 2 ‐ 77 41．4

慧一
序使
一

149

65

“9

65

ー

ー

ー

ー

ー

一

一

ー

ー

■■

4■■

一

1

2

2

2

30

】6

19

16

I■■

1
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1
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29

31

13

ｰ

‐

ー

ー

ー

ー

q■■

ー

ー

‐

一

一

ー

1■■

17

21

11．4

32.3

保膜責任君遺緊致死 61 58 ー ー ー ー - 3 8 12 14 8 q■■ ー 13 5 一 － ー ー 2 － ． 】 22 36．7

癌団(軍)強姦致死烟 60 57 1■■

1 1■■ 2 8 8 21 11 2 1 1■■ ー 3 3 ー 1■■ ー 1■■ ｰ 2 1 31 54．4

逮釦堕禁致死焔 60 60 ー 一 一 ー ー 6 13 】0 13 5 ｰ ー 】3 2 ｰ 一 1■■ 一 ■■ I■■ 一 21 35．0

焼刀法違反 56 53 一 ‐ ー 1■■ ー 8 9 19 14 I ‐ ■■ 2 1 ー 一 ー ‐ ■■ 1■■ 3 28 52．8

通貨偽造 38 34 ー ー q■■ ー ｰ ー ー ー 7 3 ー 1■■ 24 6 ー 一 ｰ 1■■ ー 一 4 2 5．9

強室 35 35 ‐ ■■ 一 ー 2 4 5 】0 9 2 I■■ ‐ 3 I ｰ ー ー 一 ー 1■■ ■■ 】2 34.3

(隼>強姦 30 30 ‐ q■■ ー 1■■ 1 5 13 6 3 1 ー ｰ 1 I ー ‐ 一 ‐ ＝ ー 一 9 30.0

組繊的犯罪処罰注違反 16 14 1■■ 2 ー 一 5 2 ■■ 2 2 1 ー 一 q■P 1■■ 4■■ ｰ ‐ ー I ー 1 10 66.7

燭発翰取縄嗣剛違反 】3 】2 1■■ ー 1 1 1 4 3 2 ■■■ ■■ ー ー 一 ■■ ー ‐ ー 1■■ 一 一 1 7 58.3

窃迩 11 11 ー I■■ 一 ー q■■ 一

I ー 2 3 4■■ ‐ 5 2 ー ＝ 1■■ ■■ ー ー ー 2 18．2

麻璽取締法違反 11 1【 ‐ ■■ 1■■ ‐ ｰ 4 3 3 一 1 q■■ 一 ■■ ■■ ー ー ■■ ■■ ー ■■ q■■ 5 46.5

自毅関与及び同窓職人 7 7 ー ー I■■ ｰ ＝ 1■■ 4■■ ‐ ］ 3 ■■ ー 3 ー ‐ ー ■■ 1■■ 一 ー q■■ 1 】4．3

過失運軽致死 7 7 一 ー 一 ＝ ■■ 一 ー 3 】 q■■ ー ｰ ■■ ｰ 3 1 一 ‐ ー ー 。■■ 3 42．9

拐取秒身の代金取得等 7 7 ー ー ー I■■ 一 ‐ 3 3 ー ー ー ー I 4■■ 4■■ ー 一 ー 1■■ 一 一 I 14．3

建遼翰等以外放火 6 6 ‐ 一 一 ー ■■ 一 一 ー ー 1 ー ‐ 5 2 ‐ ー 一 ー ー ー 一 2 33．3

罪現住建造物等放火 5 5 ‐ 1■■ ー ー 4■■ 2 ー ■■ 2 ー ー ー 1 1 ー ■■ 一 一 ■■ ■■ 一 ー 1■■

激発物破硬 5 5 ■■ ー 『 一 一 1■■ ■■ 3 一 ■■b 1■■ ‐ 2 1 ‐ ‐ ■■ ■■ ‐ ー ー 1 20.0

晶行 ’ 5 5 1■■ ー Ⅱ■■ 一 ー I■■ 一 ｰ ‐ 1 ■■ ー ー q■■ ~ ー 4 q■■ 一 ー 1■■ 2 40．0

海賊行為処罰法違反 5 4 I■■ ｰ 1■■ － ■■ 1 3 ー ｰ 一 ■■ 一 ー ー ‐ ー 1■■ I■■ ー ー 1 4 】00．0

(趣〕強闘性交等致死償 4 4 ー 一 ー q■■ ー ー ＝ 1 1 I■■ ‐ ー 2 2 ー ー 一 一 ■■ 4■■ 一 ー ■■

身の代金拐取 3 3 q■■ ■■b I■■ 』■■ ー 4■■ ■■ I ー 1 ‐ ■■ I 】 ■■ ‐ ‐ q■■ ■■ 一 一 ー 一

遊路交通法違反 3 3 ー ー 一 一 ー I■■

I ‐ I
ー ー ー ー 一 ‐ ー 1 ■■ ー ー 1■■ 2 66.7

建透物辱延焼 2 2 ー ー － ~ q■■ 一 ー ＝ ‐ 1 ■■ 一

1 ← 一 ■■ ー 4■■ ー q■■ 1■■ I 50．0

鎮団《砿)独姦 2 2 ー ー ー ー ー ー ■■ 1 1 ー 一 ー ー ｰ ー 4■■ 一 ー q■■ 一 一 2 】00．0
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100．0

ガス鯛出等致死 ー ‐ 1■■ ー 一 q■■ 1 一 一 ■■ ー ー 一 ■■ ー 一 ー ＝ q■■ ー ー ー ー

趣汽車軽厘 ‐ q■■ 一 ‐ ■■ 一 ー ー 1 一 ー ‐ ー ー ー ■■ 1■■ 1■■ ‐ I■■ ■■ 1 100.0

(準)強刷わいせつ ー 一 ～ ■■ ‐ ー ー ー ー 1■■ ‐ 1■■ 1 1 ■■ ー 一 ー ■■ ‐ ー 。■■ 一

栗慾上過失致死 ー ー 1■■ ‐ ー ー ー - 一 一 ■■ q■■ 一 一 I 1 ー 4■■ ー ■■ ■■ 一 ー

攻過失致死 q■■ 一 ー ■■ ー ー q■■ ー ■■ 1■■ ー ー 一 ー 1 I ー q■■ 一 一 ー 1 100．0

保腰責任宕遼楽等 ■■ － ー ■■ ｰ ー ■■ ‐ ー 1■■ ■■ ■■

1 ■■ ｰ ー ー ー ■■ ー q■■ 1■■ ‐

雀利拐取等 1■■ ｰ I■■ q■■ ｰ ー 一 ー ー 1 1■■ 一 ‐ ■■ 一 ー ー 』■■ ‐ ー 1■■ Ⅱ■■ ー

蛎習累騨軸室 一 ■■ 一 ‐ ー 一

1 1■■ ー ー ー ー ■■ ‐ ー 4■■ 一 一 ー 1■■ 一 ‐ ■■

値欺 ー ー － ‐ 1■■ 一 ‐ ■■ 1 一 ■■ 一 ■■ ｰ I■■ 一 ー 一 ー 4■■ ー ‐ ー

恐喝 1 ｰ 1■■ ← ー ■■ 一 ー 卜 ■■ Ⅱ■■ ー 一 ー ー ー ー ‐ 一 1 ■■ ー 一 1■■ ■■

公用文書鮫緊 I ー ー ー ー ■■ q■■ 1■■ 4■■ ■■ ー ‐ I■■ I 】 4■■ - 一 ー ■■ ー e ー 1 100．0

危険迩唾登煙 1 1■■ ー Ⅱ■■ ■■ ー I■■ ■■ ー 一 ＝ ｰ Ⅱ■■ 1 】 ■■ ‐ ー ｰ ■■ 一 ー 1■■ ー

、矢■低宜死アルョー公等醒F見宣負型 ］ ＝ ー 1■■ ■■ 一 1■■ ー

】 一 ■■ ■■ ■■ ー ■■ ー ‐ ー 寺 ー ー ー I■■ ‐

出入国笹皿及び垂畏哩走準璽亘 】 ー ー q■■ 一 ー ー 一 ー ー 一 ■■ ー 】 ■■ ‐ 1■■ 1■■ ■■ ー ー 1■■ 1 】00．0



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表4裁判員候補者名簿記載者数，各段階における裁判員候補者数及び選任された裁判員・
補充裁判員の数の推移

（

（

刊事局の集計縁

8歳及び19歳‘
鍼29年以降は,実際には裁判員候補者に粥

官は．名簿圏製擬直ちに消除されるため「ハ1

2 「ハjホいし「ヲ」は刑事通常第一審事件累による延べ人員であり，速報値である。
3 「二」及び｢へ」には，辞退が認められたもののほか, (1)欠格事由，就職禁止事由に蕨当するとして，呼び出さない措
圃又は呼出敗梢しがさ九たもの力§含まれ,更に前者には， (2)暖居先不明等により裁判員候補者名簿肥職通知等が不到達で
あったものが含まれる。

4 1ト」には，そもそも呼出状が到達しておらず，現実的には出席を期待し得ない裁判員候補者も含まれる。
5 「ヌ」には，理由あり不選任決定（裁判員法34条4項） ，辞退による不選任決定（同法34条7項） ，理由なし不選任
快定（同法36条）及び質問なし不選任決定（同規則35条2項， 3項）がされたものを含み， くじ等による不選任決定（
同法37条3項）がされたものは含まない。

6 「ル(a) 』のうち,平成21年及び平成22年の人数には, (1)欠格事由,就職禁止事由に咳当するとして,呼び出さ
ない措置がされたもの， (2)転居先不明等により裁判員侯捕者名簿罷職通知等が不到達であったもの力営まれる。
7 Iワ」及びI力jは刑事局への個別報告に基づく真人員であり，概敷である。
8 補充裁判員から裁判員に選任された場合は，菌複して計上した．

9 ［ ］は,判決人員（累計10,695人，平成21年142人，平成22年1,506人、平成23¥1,525人，平成24年1,500人，
平成25年1,387人,平成26年1,202人,平成27年1,182人，平成28年1,104人,平成29年966人,平成30年181人) 1人
当たりの平均である。なお，判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み,裁判員が参加する合儀体
で審理力垳われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

－5－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
平成30年

(2月末）

イ 裁判員侭緒名簿記栽者数 2,664,306 295,036 344,900 315,940 鉛5,530 259,200 236,500 233,800 ‘ 229,2側 233,6m 230,600

ロ 名灘凋率(%） （｢ﾊj/｢ｲ｣）●
40.3 4.5 36.7 41.7 47.5 52．2 52.0 56.8 55.8 51.4 11.9

ハ 選定された裁判員倒錯数
1,073,883

[100.4]

13,423

[94.5］

126,465

[84.m

131,閲0

[86.5］

135,535

[90.4］

135,207

旧7.5］

123,059

[102.4]

132,831

[112.4]

127,811

[115.8]

120,187

[124.4]

27,485

[151.9］

二
開査累により詣旦等が認められた裁
判員候補者讃 314,i87 3,785 32,245 37,771 38,488 39,666 36,755 40,755 39,485 36,011 9,226

ホ
期日の通知6質問票を送付した裁判
員候補者数(D,｣一IEj)

759,696

[71.0]

9,638

[67.9］

94,220

[62.6］

94,109

胸.7］

97,047

[64.7］

951541

[68.9］

86,304

[71.8］

92,076

[77.9］

88,326

[80.0］

６
１
７
１

。
■
０
●
。

９
”
”
Ｉ

明
阻

18,259

[100.9]

へ
質問票により辞退等が認められた鏡
判員候補者数 338,262 3,185 34,147 37,756 ． 42,443 43,451 40,351 43,806 41,563 41,700 9,860

卜
選任手鏡期日に出席を求められた裁

判員侯擁数（｢ﾎj-Iﾍ｣）
42】,434 6,453 ・ 60,073 56,353 54,604 52,090 45,953 48,270 46,763 42,476 8,399

チ
選任手続期日に出席した裁判員嬬
者数

306,149

[28.6］

5,415

[38.1]

48,422

[32.2］

44,150
●

[29.0］

41,543

[27.7］

38,527

[27.8］

32,833

[27.3］

32,598

[27.6］

30,313

[27.5］

２
１
５
１
剛
鰍
２
ｔ

5,196

[28.7］

リ 出席率(%）
(｢ﾁj/｢ﾊ｣）

(『ﾁj/｢ﾄj)

‘ 28．5

72．6

40.3

83.9

38.3

80.6

33.5

78.3

30.7

. 76.1

28.5

74.0

26.7

7】､4

24.5

67.5

23.7

64.8

22.6

63.9

18.9

61.9

ヌ
選任手続期日当日に辞退等により不

選任決定がされた裁判員候補者数
82,198 1,326 11,850 11,308 10,933 11,055 9,321 9,150 8,324 7,528 1,403

ル
(a)

(b)

辞退が認められた裁判員候補者の総
数

総旦率(%） （〃し(a)｣/｢ﾊ｣）

667,675

62.2

7,134

53.1

66,977

53.0

77j909

59.1

83,426

61.6

85,615

63.3

79,288

64,4

86,201

64.9

82,647

64.7

79,291

66.0

19,187

69.8

ヲ
くじの母敷となった候補者数に,理由

な坏選任数を加えたもの
262,307

[24.5］

4,帥2

[33.8］

９
１
５
３
蛎
泌
４
ｆ

38,274

[25.1]

35,785

[23.9］

６
１
８
５
踊
鰍
３
ｔ

27,703

[23.m

27,554

． ［23.3］

25,678

[23.3］

22,954

[23.8］

4,412

[24.4］

’ 選任された裁判員の敦 61,489 838 8,673 8,816 8,633 7,937 “38 6,768 6,363 5,536 987

力 選任された補充裁判員の数 20,933 346 3,067 2,988 2,906 2,622 2,333 2,293 2,140 1,896 342



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

一

表5平均審理期間及び公判前整理手続期間の推移（自白否認別）

(注） 1 刑喜通常第一審事件票による。

2判決人員は実人員である。

3 I公判前整理手続期間の平均（月） 」は，裁判員裁判対象事件以外の事件についてj公判前整理手続に付され
ずに公判を開いた後，罰条の変更等により裁判員裁判対象事件になり，期日間整理手続に付されたもの等を除外
して算出した。

4判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合儀体で審理が行われ
ずに公鯨棄却判決があったものを含まない。

5 栽判員法.3"項の除外決定があったものを除く。
6速報値である。

毒← 公判前整理手続期間（公判前整理手続に付された日から同手続終了日まで）別の
判決人員の分布及び平均公判前整理手続期間（自白否認別）

(注） 1 刑零通繕第一審零件票による蘂人員である。

2 鍵判員錘判対象零件以外の事件について，公判前整理手続に付され,ずに公判を開いた後，嗣条の変更等により蛾判
興鍵判対象零件になり，期日間整窮1手織に付されたもの毒があるため，判決人員は他の表と異なる。
3 判決入段には少年法S5条による家錘移送決定があったものを含み，錘判員が参加する合躍体で審琿が行われ,ずに
公所乘却判決があったものを含まない。

感 錘判員法a条1種の除外決定があったものを除く。
S 速報値である。
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累叶 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
平成30年

(2月末）

総数

判決人員

平均審理期間（月）

公判前整理手続期間の
平均(月）

公判前整理手続以外に

要した期間の平均(月）

10,695

9.1

6.9

2.2

142

5.0

2.8

2.2

1,506

8‘3

5.4

2.9

1,525

8.9

6.4

2.5

1,500

9.3

7.0

2.3

1,387

8.9

6.9

2.0

1,202

8.7.

6.8

1.9

1,182

9.2

7.4

1.8

1,104

10.0

8.2

1.8

966

10.1

8.3

1.8

181

10.5

8.7

1.8
｡

自白

（

判決人員

平均審理期間（月）

公判前整理手続期間の
平均(月）

公判前整理手続以外に

要した期間の平均(月）

5,866

7.3

5.4

l.9

114

4.8

2.8

2.0

970

7.4

4.6

勺

2.8

885

7.3

5.0

2.3

806

7.2

5.2

2.0

725

7.1

5.4

1.7

644

7.0

5.4

1.6

623

7.4

5.8

1.6

568

8.0

6.5

1.5

449

、 7．9

6.4

1.5

82

7.9

6.2

1．7

否潔

判決人員

平均審理期間(月）

公判前整理手続期間の
平均(月）

公判前整理手続以外に

要した期間の平均(月）

4,829

11.2

8.8

2.4

28

5.6

3.1

2.5

536

9.8

6.8

3.0

640

10.9

8.3

2.6

694

11.7

9.1

2.6

662

10.9

8,5

2.4

558

10.6

8.5

2.1

559

11.2

9.1

2.1

536

12．1

10．1

2.0

517

12.1

10.0

2.1

99

12,7

10．8

1.9

判
決
人
員

公 判 前 壁 理 手 錠 期 間

琿
日
以
内

１
月
以
内

２
月
以
内

３
月
以
内

６
月
以
内

９
月
以
内

１
年
以
内

１
年
３
月
以
内

● １
年
６
月
以
内

１
年
９
月
以
内

２
年
以
内

２
年
３
月
以
内

２
年
６
月
以
内

２
年
９
月
以
内

３
年
以
内
、
。

３
年
を
超
え
る

幸
均
公
判
前
壁
理

手
練
期
間

総数 ﾕ0，569 1■■■ 7 23ユ 852 4，609 2，597 1，212 572 248 95 65 34 18 14 4 11 6.9月

自白 5，786 q■■■ 6 200 751 3，221 10124 313 109 38 8 12 2 2 I■■■ ー ■■■ 5.4月

否躍 4，783 一 1 31 101 1，388 1，473 899 463 210 87 53 32 16 14 4 11 8．8月



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表7平均実審理期間及び平均開廷回数の推移（自白否認別）

（

(注） 1 刑事通常第一審事件粟及び刑事局の調査による。

2判決人員は実人員である。

3実審理期間は，次の方法により算出した。なお，最長のものは160日であり，最短のものは2日である。
(1) 区分審理を行ったものについては,裁判員が参加した審理が行われた期間の合計を実審理期間とした。
(2) 裁判官のみで第1回公判を開いた後，裁判員裁判対象事件で追起訴があったため裁判員の参加する合

議体で審理されて終局したものについては，裁判員が参加した審理が行われた期間を実審理期間とした。
(3) 東日本大展災の影馨等で公判期日が延期され，裁判員が解任されたものについては，改めて選任された
裁判員の参加した審理が行われた期間を実審理期間とした。

(4) (1)～(3)以外のものについては，第1回公判から終局までの期間を実審理期間とした。
4 開廷回数には， 3(2)の鰯合の，裁判官のみで行われた公判の回数を含む｡ ．

5判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体で審理が
行われずに公翫棄却判決があったものを含まない。

6裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。
7速報値である。

〆

｢や
"

、

－7－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
平成30年

(2月末）

総数

判決人員

平均実審醗朝間(日）

平均開廷回数(回）

10,695
F

7.8

4.4

142

3.7

3.3

1,506

4.9

3.8,

1,525

6.2

4.1

1,500

7圃4

4.5

1,387

8.1

4.5

1,202

8.2

4.5

1,182

9.4

4.7

1,104

9,5

4.6

966

10.6

4.9

181

11.5

4.9

自白

判決人員

平均実審理期間(日）

平均開廷回数(回）

5,866

5.4

3.7

･ 114

3.5

3.2

970

4.0

3.5

885

4.5

3.6

806

5.0

3.7

725

5.8

3.8

644

5.9

3.8

623

6.2

3.8

568

6.7

3.8

449

7.2

3.9

82

7.7

3.9

否認

判決人員

平均実審理期間(日）

平均開廷回数(回）

4,829

10.7

5.3

28

4.7

3.7

536

6.6

4.4

640

8.5

4.9

694

10.1

5.5

662

10.5

5.4

558

10.8

5.3

559

13.0

5.6

536

12.6

5.6

517

13.5

5.8

99

14.7

5.7



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）

表8平均取調べ証人数の推移（自白否認別）

(注） 1 刑事局への個別報告による件数建てである。

2証人の数は，刑事局への個別報告による人員であり，相被告人のみの関係で取り調べた証人を含む。

3 双方鮒求の場合には， 「検察官繍求柾人数』及び「弁蕊人側諭求証人数」に鼠複して計上した。
4 「取閥証人実人数」には，職権で取り罰ぺた証人を含む。

5判決件敷には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合騒体で審理が

行われずに公翫棄却判決があったものを含まない。

6裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

7概数である。

I

－8－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
平成30年

(2月末）

総数

判決件数

取調べ証人実人数

検察官請求証人数

弁護人側請求証人数

10,045

2.8

1.8

1.3

138

1.6

0.7

1.1

1,423

2.1

1.1

1.3

1,442

2.3

1.3

1.2

1,415

3.0

2.0

1.3

1,294

2.9

2.0

1.3

1,131

2.9

2.0

1．3

1,104

3.0

2.1

1.3

1,037

3.1

2.1

1.3

900

3.1

2.2

1.3

161

2．9

2.1

1.2

自白

判決件数

取調べ証人実人数

検察官請求証人数

弁護人側請求証人数

5,453

1.7

0.7

1.2

110

1.4

0.5

1.0

905

1.5

0.4

1.2

818

1.5

0.4

1.2

753

1.8

0.8

1.2

662

1.9

0.8

1.2

602

1.9

1.0

1.2

579

2.0

1.0

1.3

532

1.9

0.9

1.3

417

1.9

0.9

1.3

75

1.8

0.9

1.2

否認

判決件数

取調べ証人実人数

検察官請求証人数

弁護人側請求証人数

4,592

4.0

3.0

1.3

28

2.4

1.2

1.3

518

3.3

2‘3

1.3

624

3.4

2.5

1.2

662

4,3

3.4

1.4

632

4.1

3.1

1.3

529

4.1

3.2

1.3

525

4.2

3.3

1.3

505

4.3

3.4

1.3

483

4.2

3.3

1.2

86

3.9

3.0

1.2



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年2月末･速報）｡

表9平均評議時間の推移（自白否認別）

（

(注） 1

2

3

刑事通常第一審事件票による実人員である。

評儀時間には，中間評畿に要した時間を含まない。

判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合畿体で審理が

行われずに公脈棄却判決があったものを含まない。

裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。4裁判員法3条

5速報値である。

｛

I

－9－

一

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

総数

判決人員

平均評議時間(分）

10,695

638.4

142

397.0

1,506

504.4

1,525

564.1

1,500

619.8

1,387

630.1

1,202

674.9

1,182

719.6

1,104

731.9

966

760.3

181

791.9

自白

判決人員

平均評議時間(分）

5,866

500.2

114

377.3

970

438.7

885

468.4

806

475.2

725

498.1

644

532.2

623

541.9

568

560.1

449

5803

82

584.4

否認

判決人員

平均評議時間(分）

4,829

806.2

28

477.3

536

623.4

640

696.3

694

787.7

662

774.6

558

839.6

559

917.7

536

914.1

517

916.6

99

963.7


